田原市公共下水道維持管理包括的民間委託業務技術提案書募集要領

（はじめに）

第１条　本要領は、田原市公共下水道施設維持管理業務の包括的民間委託業務にあたっての技術提案書募集要領である｡

（対象施設）

第２条　対象施設は「仕様書第４条」及び「特記仕様書第２条」のとおりとし､その施設の概要は別紙－１「各処理場フローシート」及び別紙－２「田原市公共下水道施設概要書」に示すものとする。
（委託業務内容）

第３条　委託業務の内容は「仕様書第５条」及び「特記仕様書」に示すものとする。
（委託業務時間）

第４条　１日２４時間通年を対象とする｡

２　災害、事故等緊急事態発生時は、市職員の指示により事態の収拾にあたるとともに対応を行うこと｡

（従事者の構成及び資格）

第５条　業務の執行にあたっては総括責任者を配置すること。総括責任者の資格要件としては以下のとおりとする。

(1) 下水道法施行令第１５条の３各号に定める資格を有する者

(2) 安全衛生推進者又は相当以上の資格を有する者

(3) その他諸法令（労働安全衛生関係等）で必要な資格を有する者

（浄化センター内貸与施設の利用）

第６条　委託業務の遂行に必要な事務室等の諸室は、所定の室を貸与する。ただし、施設全体の光熱水費、通信機器等の設置及びそれらに係る経費については受注者の負担とする。

（委託期間）

第７条　令和８年９月１９日から令和１２年４月２６日までとする。
（業務履行期間は令和８年１０月１日から令和１２年３月３１日までとする。）
（契約候補者選定方法）

第８条　田原市公共下水道維持管理包括的民間委託業務プロポーザル選定委員会において審査する。

２　委員は、参加申込者が提出した技術提案書を別表１に定める技術提案書評価基準に基づき審査を行う。

３　前項に基づく審査は、各委員の得点の平均点（以下「評価点」という。）にて行うものとする。
４　契約候補者の選定方法は、評価点の高い順とする。

ただし提案者が１者の場合においては、評価点６０点に満たない業者は契約候補者の選定対象とはならないものとする。

（日程）

第９条　日程は以下のとおりとする。

(1) 現地確認期間　　　　令和８年７月１５日から令和８年８月４日のうち半日（具体的な日程調整については第１０条を参照のこと)

(2) 技術提案書受付期間　令和８年７月１５日から令和８年８月１８日まで

(3) 技術提案説明日　　　令和８年８月２４日
(4) 審査結果通知の送付　令和８年９月１日

(5) 見積書提出日　　　　令和８年９月１８日（予定）

(6) 契約締結日　　　　　令和８年９月１８日（予定）

（現地確認）

第１０条　浄化センター等の現地確認を希望する場合は、様式第２の現地確認申込書に記入の上、令和８年７月３１日までに提出すること。現地確認の日程については、後日通知する。

（貸与予定資料）

第１１条　下水処理場維持管理年報等、技術提案書作成のため必要な情報は原則としてすべて公開とする。

（提出図書及び提案にあたっての留意事項）

第１２条　提出図書については次のとおりとする。なお、様式については電子データ（「マイクロソフトワード」及び『マイクロソフトエクセル』形式）にて配布する｡提出部数は７部とする｡

(1) 提出書類

ア　技術提案書（表紙）　　　　　　　　　　　　　（様式第４）

イ　下水道及び下水処理全般に関する基本理念　　　（様式自由）

ウ　業務計画に関する提案書　　　　　　　　　　　（様式第５）

エ　運転管理業務に関する提案書（様式第６）

オ　保守管理業務に関する提案書（様式第７）

カ　緊急対応に関する提案書　　　　　　　　　　　（様式第８）

キ　対象施設の特性を考慮した提案書　　　　　　　（様式第９）

ク　業務の引継ぎに関する提案書　　　　　　　　　（様式第１０）

ケ　その他提案書　　　　　　　　　　　　　　　　（様式第１１）

コ　仕様書案　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式自由）

サ　会社概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式自由）

シ　下水道関連事業受注実績　　　　　　　　　　　（様式自由）

ス　請負予定価格（消費税及び地方消費税を含む）　（様式自由）

(2) 技術提案書作成要領

ア　技術提案書は、別紙様式を使用し、日本産業規格「Ａ４版」縦置き横書き左綴じとする｡図表等を使用する場合において、「Ａ３版」を使用するときには、折り綴じること｡技術提案書は１冊として綴じ、各提案毎にインデックスを付すこと。

(3) 技術提案に関する条件

ア　委託料

市が委託期間を通じて支払う委託料は、上限を１，０７９，２６５千円とし、請負予定価格は取引にかかる消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額である。なお、引継ぎ費用については受注者の負担とする｡

イ　土地及び施設の利用

受注者は業務期間中、委託業務に関する目的の範囲内において当該事業用地及び施設を無償で使用することができることとするが、使用上の汚損等による弁償は受注者の負担とする。

ウ　貸与品
業務履行上必要とする完成図書、図面等は市が貸与するものとし、それ以外は受注者の負担とする。
エ　リスク管理及び分担

施設は管理者としての責任は市にあるが、業務範囲における施設の運転・維持管理上の責任は、原則として受注者が負うものとする。ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある場合には、別途協議の上、市が責任を負うものとする｡また、リスクの分担については、リスク分担表（仕様書別紙－３）により、その程度や具体的内容については、提案内容を勘案しながら双方協議により覚書を取り交わす｡

オ　保険加入

受注者は、業務期間内において受注者が責を負うべき事由により生じた損害等（債務不履行時の履行補償に要する費用等を含む）に対応する保険等に加入する等の措置を講ずること。

カ　業務の再委託

業務の再委託等は原則として禁止する。ただし、一部の保守点検等業務及び清掃業務等について市の再委託承認を受けたものにおいてはこの限りでない｡
（留意事項）

第１３条　技術提案書提出に関する留意事項は以下のとおりとする。

(1) 費用負担

技術提案書の作成にかかる費用はすべて提出者の負担とする｡

(2) 著作権

提出者からこの要領書等に基づき提出される技術提案書等の書類の著作権は、提出者に帰属する。ただし、市は本業務の範囲内で必要と認める場合にはこれらの書類を無償で使用できる。また、これらの書類等は田原市情報公開条例に基づき、公開されることがある｡

(3) 提出書類の取扱

提出された技術提案書の内容については原則として変更できないものとする。また、一切返却しない｡

(4) 提示資料等の取扱

市から提示する資料等については、技術提案書作成にかかる検討以外の目的での使用は厳禁とする。

(5)失格事由

提案者について、次に掲げる条件に該当する場合は失格となる。

ア
選定委員会の委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた
場合

イ
他の提案者と提案の内容又はその意思について相談を行った場合

ウ 受注者選定終了までの間に、他の提案者に対して提案の内容を意図的に開示
した場合
（技術提案書評価基準）

第１４条　技術提案書の評価内容及び評価基準は、別表１に示すとおりとする。

（公開資料請求及び質問書提出方法等）

第１５条　持参、郵送、メールにて問い合わせのこと。なお、質問内容及びその回答は全てホームページにて公開とする。

（市担当窓口）

第１６条　市担当窓口は以下のとおりとする。

(1) 田原市役所上下水道部下水道課

〒441-3492
　愛知県田原市田原町南番場30番地1
電話  0531-23-3571   FAX  0531-22-3184

電子メールアドレス　gesui@city.tahara.aichi.jp
様　式　集
様式第１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

辞退届
　田原市上下水道事業
　田原市長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

　令和　年　月　日付で参加申込しました｢田原市公共下水道維持管理包括的民間委託業務｣について辞退いたします。

様式第２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

現地確認申込書
　田原市上下水道事業
　田原市長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

　田原市公共下水道維持管理包括的民間委託業務に関して現地確認を申し込みます。

１　希望日　　　　　　令和　　年　　月　　日

２　参加者数　　　　　　　　　　　名

　　　　　　　　　　　　　　　※参加者は5名まででお願いします。
様式第３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

質問書
　田原市上下水道事業
　田原市長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

　田原市公共下水道維持管理包括的民間委託業務に関して以下の質問がありますので提出します。

質問内容：

様式第４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

技　術　提　案　書
　田原市上下水道事業
　　田原市長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

　田原市公共下水道維持管理包括的民間委託業務について、募集要項に基づき、提案書類一式を提出いたします。
様式第５

業務計画に関する提案書

会社名
業務計画に関する提案書
　下記についてそれぞれ１枚以上５枚以内で簡潔にまとめてください。

１　業務遂行方針
２　業務実施体制

３　リスク管理方針

４　環境対策方針

様式第６

運転管理業務に関する提案書

会社名

運転管理業務に関する提案書
　下記についてそれぞれ１枚以上５枚以内で簡潔にまとめてください。

１　水処理施設の運転管理業務

２　汚泥処理施設の運転管理業務

様式第７

保守管理業務に関する提案書

会社名
保守管理業務に関する提案書
　下記についてそれぞれ１枚以上５枚以内で簡潔にまとめてください。

１　保守管理計画の考え方（建築物の管理を含む）
２　小修繕に関する考え方

３　消耗品･調達管理

様式第８

緊急対応に関する提案書

会社名
緊急対応に関する提案書
　標記について１枚以上５枚以内で簡潔にまとめてください。

様式第９

対象施設の特性を考慮した提案書

会社名
対象施設の特性を考慮した提案書
　標記について１枚以上５枚以内で簡潔にまとめてください。

様式第１０

業務の引継ぎに関する提案書

会社名
業務の引継ぎに関する提案書
　標記について１枚以上５枚以内で簡潔にまとめてください。

なお、記載にあたっては以下の内容について明記すること。

　引継ぎ方法及び引継ぎ期間

様式第１１

その他提案書

会社名
その他提案書
　下記についてそれぞれ１枚以上５枚以内で簡潔にまとめてください。

１　コスト縮減の対策案

２　自社の技術的優位性等

３　契約条項への提案

４　提案価格積算の基本的な考え方
1

